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社会福祉法人東翔会 

 

処遇改善加算の支給について 

 

＜特別養護老人ホーム 西水元ナーシングホーム＞ 

 

令和６年６月より処遇改善加算が１本化されたため、以下のように 

配分します。 

 

処遇改善加算 14％ をⅠ～Ⅲに分割 

Ⅰ 給料日及びボーナス時（年２回）に配分する分として 8.5％ 

Ⅱ ボーナス時（年２回）に配分する分として 2.7％ 

Ⅲ 給料日に「介護業務従事者手当」として分配する分として 2.8％ 

 

【Ⅰの配分ルール及び配分額 】 

 

 １ 支給対象者 介護職員 

 

 ２ 給料日に配分及び配分ルール 

  ①常勤職員  月１６，０００円～１７，５００円支給 

  ②非常勤職員 １時間あたり１００円～１１０円支給 

 

 ３ ボーナス時に配分及び配分ルール（下記①②の支給額は年間支給額） 

  １年間の勤務時間数実績の案分比例により支給 

  ①週４０時間以上勤務職員の平均支給額(令和６年度実績) 

   ・３１９，２２０円～４５５，０３１円 

   ・平均 ３５８，１２３円 

    

  ②週４０時間未満勤務職員の支給額（令和６年度実績） 

    週１２時間勤務１１１，３３８円 から 

週３８時間勤務３３９，２９３円 
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 ４ その他、役職者、功労者、人事評価制度等、介護サービス向 

  上に繋がる事由による給付 

   ボーナス時に合わせて、原則として年２回１万円から５万円 

  程度支給 

 

【Ⅱの配分ルール及び配分額 】 

 

 １ 支給対象者 介護職員 

 

 ２ ボーナス時（６月と１２月）に配分 

 

 ３ 配分ルール 

  A・B ２つのグループに分けて配分 

 （１）Aグループ 

Ａ：経験・技能のある介護職員 

（定義） 

○下記①～⑤の項目で、①は必ず該当すること。①を含め１つ以上該当

する介護職員を「Ａ経験・技能のある介護職員」と位置付ける。なお、

常勤・非常勤を問わない。 

①社会福祉法人東翔会において、７年以上の介護福祉士の経験がある。 

②係長、主任又、副主任など役職者である。 

③アセッサー資格がある。 

④レベル認定を受けている。 

⑤認定特定行為業務従事者資格者（喀痰吸引・経管栄養）である。 

○配分基準 

・配分額（令和６年度実績） 年額 ３，５６２，４０８円 

・上記、①から⑤までの各項目の該当を１項目、２項目、３項目以上に

区分し、配分額を１対２対３に配分する。 

・１該当あたり６９，８５１円 

 

Ａグループ介護職員支給額（令和６年度実績） 

 １２２，４６５円（２項目） ～ ３６７，３９５円（６項目） 
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 （２）Bグループ  

Ｂ  その他の介護職員 

（定義する際のルール） 

○次の２項目に該当する介護職員を「Ｂその他の介護職員」と位置付け

る。なお、常勤・非常勤を問わない。 

 

①「Ａ：経験・技能のある介護職員」以外の介護職員であること。 

②支給対象基準は、６月末支給分については当該年度の支給基準日であ

る６月１日に社会福祉法人東翔会において１年以上の介護職の経験があ

ること。また、１２月末支給分については当該年度の支給基準日である 

１２月１日に社会福祉法人東翔会において１年以上の介護職の経験があ

ることとする。 

 

○配分ルールは次のとおりである。 

①職種による加算 

・介護福祉士 ４ポイント  

・実務者研修・ヘルパー２級・初任者研修  ３ポイント  

・生活介護職員  ２ポイント 

・無資格者  １ポイント  

②勤務年数加算  

・５年以上      ３ポイント 

・３年以上～５年未満 ２ポイント 

・１年以上～３年未満 １ポイント 

○配分基準 

・配分額（令和６年度実績） 年額 １，７８１，２０４円 

・1ポイントあたりの単価 ９，３２６円 

・配分額は、各職員のポイント持ち分に、１ポイント当たりの単価を乗

じた額とする。 

 

Ｂグループ介護職員支給額（令和６年度実績） 

 ６５，６５６円(８ポイント) ～ １１４，８９８円(１４ポイント) 
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【Ⅲの配分ルール及び配分額 】 

 

 １ 支給対象者  

①介護職員、②介護支援専門員、③管理栄養士、④機能訓練指導員 

⑤看護職員 

 

 ２ 給料日に配分 

 

 ３ 配分ルール 

 

当該月に割り当てられる処遇改善加算金を、配分対象職員の総勤務時間

数で除した 1 時間当たりの金額を算出する。この 1 時間当たりの金額を

各職員の当該月の勤務時間数に乗じた額を手当とし配分する。 

ただし、支給対象者①介護職員以外の②介護支援専門員、③管理栄養士、 

④機能訓練指導員、⑤看護職員の 1時間当たりの金額は、①介護職員の 2

分の 1とする。 

 

①介護職員支給額（令和６年度実績） 

 

月額 ４，６８２円 ～ １５，４５１円 

 

②～⑤の職員支給額（令和６年度実績） 

    月額 ２，２８７円 ～ ７，６４１円 

 


